




頭髪服装指導基準

１ 指導基準

①頭髪等の身だしなみについて

・男子生徒 前 ： 目にかからない。

横 ： 耳にかからない。

後ろ： 襟にかからない。

全体： 極端な刈り上げ、奇抜な髪型は指導の対象とする。

髭は伸ばさず、清潔感を保つ。

・女子生徒 前 ： 目にかからない。

全体： 化粧等はしない。

・共通事項 脱色、パーマなどによる変形等は禁止とする。

ピアス、ネックレス等の装身具は禁止とする。

②制服について

・男子は標準型学生服（認証マーク付き）とする。

・女子は学校指定の紺のスーツとする。また、スカートとスラックスを選ぶことが

できる。

・上着の裾からシャツ・ブラウス・セーターなどの裾を出さない。

・スカート丈は、膝が隠れる丈とする。

・授業中はそれぞれ定められた服装以外のものは着用しない。

・冬季の防寒用として上着の中に「ベスト」「セーター」等を着ることを認める。た

だし、色は紺もしくは黒とする。

〈夏制服について〉

・男子は標準型学生ズボン（認証マーク付き）・学校指定ワイシャツ（校章入り）を

着用する。

・女子は学校指定の紺のスカートまたはスラックス・学校指定ブラウス（校章入り）

を着用する。また、学校指定の紺のニットベストを着用しても良い。


